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衛生研究所の検査の様子

コラムちば

防災ＤＸの推進
～被災者支援システム導入に向けて～
　被災者支援システムは、被災者台帳、住家被害認定調査、罹災証明書、各種被災者
支援の状況をデジタル技術で連携させ、生活再建に係る業務全体を一元的に共有・
管理するシステムです。
　このシステムを活用することで、迅速かつ的確な被災者の生活再建に向けた支援が可能となります。
　能登半島地震で、石川県内の全市町村が導入していた被災者支援システムが、住家被害認定調査の業
務効率化に大きく貢献したことから、本県においても全県での導入を目指し、取組を進めています。

コラムちば

流域治水

コラムちば

無電柱化の推進
　激甚化する災害に備え、災害時の電
柱倒壊による通行障害のリスクを低減
する無電柱化の推進が重要です。
　県では令和2年（2020年）3月に「千葉県無電柱
化推進計画」を策定し、無電柱化を推進していま
す。計画では、「防災」、「交通安全」、「景観」の3
つの観点で基本方針と整備目標を定めているとこ
ろです。
　令和7年（2025年）8月の「無電柱化推進のあ
り方検討委員会」では、激甚化する災害や想定さ
れる巨大地震へ備え、災害時の人命救助やライフ
ラインの復旧、孤立集落の解消などを目的とし
て、「優先的に無電柱化を推進する区間」の考え
方が示されたことから、県でも国と連携して無電
柱化を推進し、更なる防災力の強化に努めます。

　近年、全国各地で大きな水害が
発生しています。また、今後、気
候変動による降雨量の増大や水害の
激甚化・頻発化が予想されています。
　このような水害リスクの増大に備えるため、流域
のあらゆる関係者が協働し、流域全体で水害を軽減
させる治水対策が「流域治水」です。
　県では、一宮川水系をはじめとした、県内の12水
系で流域治水プロジェクトを策定し、調節池整備や
河川監視カメラの設置をはじめとした治水対策に取
り組むほか、農地、ため池等が持つ洪水調節機能の
有効活用を推進しています。

コラムちば

新興感染症に備えた体制整備
　今般の新型コロナウイルス感染症の対応を踏まえ、今後感染症の発生及びま
ん延に備え、発生の初期段階から効果的に対策を講ずることができるよう、県
と医療機関が、医療の提供に関して講ずべき措置に関する協定を締結し、感染
症発生・ まん延時に備えた体制整備を行うことが感染症法に規定されました。
　これを踏まえて県では、協定の締結を進めるほか、平時からの備えとして、
感染症医療に従事する者等に対して研修及び訓練を実施しています。

コラムちば

ヘルメット着用の
努力義務化

コラムちば

ＳＮＳ型投資・
ロマンス詐欺
　「ＳＮＳ型投資・ロマンス詐
欺」とは、ＳＮＳ等を通じて対面
することなく関係を深め、相手を信用させて金銭等
をだまし取る詐欺のことです。
　令和6年（2024年）の県内の被害は148件、約28
億円にのぼり、令和5年（2023年）の県内の被害の
36件、約6億円と比較して大幅に増加しています。
　ＳＮＳ等を活用した詐欺は年々手口が巧妙に
なっているため、日頃から最新の手口を把握して
おくことが重要です。県では、ＳＮＳ等で最新の
手口に関する広報・啓発を実施しています。

ＳＴＯＰ！ＳＮＳ型投資・ロマンス詐欺：
https://www.pref.chiba.lg.jp/
seikouan/bouhan/anzen/toushi.html
※ＳＮＳ型ロマンス詐欺被害の数値については、令和5年は相手
方が外国人又は海外居住者を名乗ったもののみを対象とした。

　令和5年（2023年）4月1日から、
改正道路交通法により、全ての自転車利用者（同乗者
含む）のヘルメットの着用が努力義務になりました。
また、保護者等は、児童や幼児が自転車を運転する際
に、ヘルメットを着用させるよう努めなければなりま
せん。
　県内の自転車乗車中の死者の約6割が頭部に致命傷
を負っており、自転車乗車中の事故被害を軽減する
ためにも、安全性を示すマークのついたヘルメット
を正しく着用し、頭部を守ることが重要です。

ちばサイクルール及び自転車乗車用
ヘルメットの着用促進について:
https://www.pref.chiba.lg.jp/seikouan/
koutsuuanzen/jikoboushi/jitensha/gosoku.html

コラムちば

成年年齢引き下げに伴う消費者トラブルの防止
　令和4年（2022年）4月1日から、成年年齢が20歳から18歳に引き下げられ、
18歳になれば保護者の同意なしに契約などができるようになり、これまで認めら
れていた18歳、19歳の未成年者取消権が認められなくなりました。
　これを受けて、県では、若者の消費者被害の未然・拡大防止のため、高校生向け
の教材の配布や教育現場で実践的な消費者教育を実施するための研修会などを実施
しています。
2022年4月1日から成年年齢引下げ-若者を狙った消費者トラブルに注意！:
https://www.pref.chiba.lg.jp/seikouan/shouhi/johou/seinenhikisage.html

　新たな犯罪形態にも対応する防犯対策や交通安全施策が県全体に行き渡ることにより、犯罪が起こり
にくく、交通事故に遭わない安全・安心して暮らせる社会づくりを進めます。

本県の刑法犯認知件数は、新型コロナウイルス感染症発生前の令和元年（2019年）よりは減少してい
るものの令和4年（2022年）から3年連続で増加し、殺人・強盗などの重要犯罪や電話d e詐欺の認知
件数等は全国的に見て高水準にあります。
また、殺人事件などの凶悪犯罪に発展するおそれもあるDV・ストーカー事案や若年層を中心に増加傾
向が続く大麻事案、社会全体におけるデジタル化の加速による新たな形態のサイバー犯罪の発生などによ
り、県民の安全・安心が脅かされています。
さらに、SNSや求人サイトを通じた緩やかな結びつきで離合集散を繰り返し、匿名性の高い通信手段等
を活用しながら電話de詐欺や強盗等の犯罪に関与する「匿名・流動型犯罪グループ」の台頭により、本
県を取り巻く組織犯罪の情勢が大きく変化しています。
こうした中、本県の警察官一人当たりの人口負担率及び犯罪負担率は、全国でも高い状況にあり、誰も
が安全で安心して暮らせる犯罪の起こりにくいまちづくりを推進するためには、県民一人ひとりの防犯意識
の高揚とともに主体的な取組が求められています。
また、地域における防犯活動の中心である、自主防犯団体※は、活動主体の高齢化や、地域のつながりの

　政策分野 Ⅰ-2　くらしの安全・安心の確保

県民の身近で発生する犯罪の抑止に向けた対策や
犯罪の徹底検挙を図るとともに、 県民一人ひとりが防犯意識を持ち、
県民・事業者・市町村・県が一体となって取り組むことにより、
犯罪の起こりにくい、安全で安心して暮らせる社会をつくります。

新たな犯罪形態にも対応する犯罪の起こりにくい
社会づくりと被害者等支援の充実

 Ⅰ－2－ ①
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希薄化に伴う後継者不足などにより、活動の縮小を余儀なくされている団体も多いことから、自主防犯団
体への必要な支援に加え、幅広い人材に地域の防犯を担ってもらう必要があります。
さらに、犯罪被害者等は、ある日突然に生命、財産、心身などに直接的な被害を受けるだけでなく、被害
直後から警察への届出など様々な対応が必要となることに加え、周囲の人からの配慮に欠けた言動等の二
次的被害に苦しめられることもあり、総合的かつ継続した支援が必要とされています。
そして、安全で安心な社会を実現するためには、犯罪を未然に防ぐことに加え、再犯防止対策も重要であ
り、犯罪をした人等の就労、住居、保健・医療、福祉等多岐にわたる課題に対し、再犯防止施策を推進する
ため、刑事司法機関や警察のみならず、県、市町村、民間団体等、そして県民の理解・協力を得ながら地域
社会が一丸となって取り組むことが求められます。

安全で安心な社会を実現するためには、犯罪を未然に防ぐことが重要であることから、関係機関・団体等
と連携して、地域の犯罪情勢に即した総合的な犯罪抑止対策とこども・女性・高齢者を守る取組を推進する
とともに、SNS等による情報発信・広報啓発活動を積極的に実施し、地域の防犯力の向上を図ります。
また、県民の生活を脅かす犯罪の徹底検挙や犯罪組織の実態解明と壊滅を図るとともに、サイバー空
間の脅威に対する総合的な対策やテロの未然防止対策を推進します。
さらに、「自分たちのまちは自分たちで守る」という理念の下に、自主防犯団体への参加を促すなど、
パトロール等の活動の活性化を支援するとともに、幅広い人材に地域の防犯を担ってもらうよう取り組み、
自主防犯意識の向上を目指します。
あわせて、犯罪被害者等が再び平穏な生活を送れるよう、国や市町村、民間支援団体等の関係機関と
連携を強化し、その置かれている状況に応じた必要な支援を行うとともに、県民や事業者が犯罪被害者
等の状況や支援の必要性を理解し、二次的被害が生じないための配慮を行うようにするなど、社会全体
で犯罪被害者等を支える意識の醸成を図ります。
また、罪を犯した人も様々な生きづらさを抱えた「ひとりの県民」であると理解し、再犯防止に向け、円
滑な社会復帰を県民の理解と協力を得ながら地域で支える取組を進めます。

犯罪の起こりにくい環境づくりのため、市町村等が実施する防犯カメラの設置につい
て、地域の実情に即した防犯対策への支援を行います。
また、依然として被害の多い電話de詐欺、近年、急増しているS N S 型投資・ロマ
ンス詐欺をはじめとした県民の身近で発生する犯罪の抑止に向け、県民・事業者・市町
村等との連携を強化した広報啓発活動を推進します。
特に、電話de詐欺の撲滅に向けては、被害防止強化月間を設定するなど、更なる広
報啓発活動を推進するとともに、電話de詐欺・悪質商法被害抑止コールセンターによ
る注意喚起や電話de詐欺相談専用ダイヤルによる適切な助言など、県民が被害に遭
わないように防犯指導を行うほか、金融機関や関係団体等と連携した水際対策を推進
します。
さらに、近年は強盗・窃盗、詐欺などの犯罪の実行犯を募集する情報にSNSが利
用される実態がうかがえることから、犯罪に加担しないための教育・啓発を関係機関と
連携して行うとともに、犯罪グループの資金源となり得る歓楽街を対象とした総合的な
対策を推進します。

Ⅰ－2－①－1 防犯対策の推進
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防犯意識の向上や犯罪抑止に向けた
広報啓発活動の推進

電話d e詐欺及びSNS型投資・
ロマンス詐欺の撲滅に向けた取組の推進

歓楽街総合対策の推進
STOP ! 電話de詐欺ロゴマーク
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希薄化に伴う後継者不足などにより、活動の縮小を余儀なくされている団体も多いことから、自主防犯団
体への必要な支援に加え、幅広い人材に地域の防犯を担ってもらう必要があります。
さらに、犯罪被害者等は、ある日突然に生命、財産、心身などに直接的な被害を受けるだけでなく、被害
直後から警察への届出など様々な対応が必要となることに加え、周囲の人からの配慮に欠けた言動等の二
次的被害に苦しめられることもあり、総合的かつ継続した支援が必要とされています。
そして、安全で安心な社会を実現するためには、犯罪を未然に防ぐことに加え、再犯防止対策も重要であ
り、犯罪をした人等の就労、住居、保健・医療、福祉等多岐にわたる課題に対し、再犯防止施策を推進する
ため、刑事司法機関や警察のみならず、県、市町村、民間団体等、そして県民の理解・協力を得ながら地域
社会が一丸となって取り組むことが求められます。

安全で安心な社会を実現するためには、犯罪を未然に防ぐことが重要であることから、関係機関・団体等
と連携して、地域の犯罪情勢に即した総合的な犯罪抑止対策とこども・女性・高齢者を守る取組を推進する
とともに、SNS等による情報発信・広報啓発活動を積極的に実施し、地域の防犯力の向上を図ります。
また、県民の生活を脅かす犯罪の徹底検挙や犯罪組織の実態解明と壊滅を図るとともに、サイバー空
間の脅威に対する総合的な対策やテロの未然防止対策を推進します。
さらに、「自分たちのまちは自分たちで守る」という理念の下に、自主防犯団体への参加を促すなど、
パトロール等の活動の活性化を支援するとともに、幅広い人材に地域の防犯を担ってもらうよう取り組み、
自主防犯意識の向上を目指します。
あわせて、犯罪被害者等が再び平穏な生活を送れるよう、国や市町村、民間支援団体等の関係機関と
連携を強化し、その置かれている状況に応じた必要な支援を行うとともに、県民や事業者が犯罪被害者
等の状況や支援の必要性を理解し、二次的被害が生じないための配慮を行うようにするなど、社会全体
で犯罪被害者等を支える意識の醸成を図ります。
また、罪を犯した人も様々な生きづらさを抱えた「ひとりの県民」であると理解し、再犯防止に向け、円
滑な社会復帰を県民の理解と協力を得ながら地域で支える取組を進めます。

犯罪の起こりにくい環境づくりのため、市町村等が実施する防犯カメラの設置につい
て、地域の実情に即した防犯対策への支援を行います。
また、依然として被害の多い電話de詐欺、近年、急増しているS N S 型投資・ロマ
ンス詐欺をはじめとした県民の身近で発生する犯罪の抑止に向け、県民・事業者・市町
村等との連携を強化した広報啓発活動を推進します。
特に、電話de詐欺の撲滅に向けては、被害防止強化月間を設定するなど、更なる広
報啓発活動を推進するとともに、電話de詐欺・悪質商法被害抑止コールセンターによ
る注意喚起や電話de詐欺相談専用ダイヤルによる適切な助言など、県民が被害に遭
わないように防犯指導を行うほか、金融機関や関係団体等と連携した水際対策を推進
します。
さらに、近年は強盗・窃盗、詐欺などの犯罪の実行犯を募集する情報にSNSが利
用される実態がうかがえることから、犯罪に加担しないための教育・啓発を関係機関と
連携して行うとともに、犯罪グループの資金源となり得る歓楽街を対象とした総合的な
対策を推進します。

Ⅰ－2－①－1 防犯対策の推進
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地域の防犯力を強化し、県民が安心して暮らせる地域づくりを進めるため、地域で
活動する自主防犯団体に対し、防犯パトロール資機材や防犯パトロール車（青パト車
両）のドライブレコーダー整備について支援を行うほか、地域における防犯啓発イベン
トを企画し、様々な団体や幅広い世代の住民の参加を促し、自主防犯団体の活性化を
図ります。
また、市町村が実施する防犯アドバイザーの配置への支援や、移動交番車の配備を
行うことにより、犯罪抑止力の向上を図ります。
さらに、高校生・大学生等のヤング防犯ボランティアへの支援や、自主防犯団体の交
流大会を開催するほか、県民自身が犬の散歩やジョギングの際、周囲の様子に目を配
ることに加え、事業者が地域において業務活動を行いながら不審者情報や犯罪発生の
通報等に協力することなどにより、こどもや高齢者など地域の安全を守る「プラス防
犯」の取組を推進し、防犯活動の担い手の育成を図ります。

Ⅰ－2－①－2 地域防犯力の向上

令和6年度地域防犯力の向上に関する交流大会移動交番車の活動

SDGs

防犯意識の向上や犯罪抑止に向けた
広報啓発活動の推進（再掲）

県民や事業者、自主防犯団体等による
防犯活動の活性化に対する支援

移動交番車の弾力的かつ効果的な運用

千葉県安全安心まちづくり推進協議会等における
関係団体との連携促進

県民が安全・安心を実感できるくらしの実現に向けて、殺人・強盗・性犯罪等の
凶悪犯罪をはじめ、侵入盗・自動車盗等の重要窃盗犯、電話de詐欺、SNS型投
資・ロマンス詐欺＊など、県民生活を脅かす犯罪の徹底検挙に努めるとともに、犯罪捜
査を支える各種捜査資機材の効果的な活用や優れた捜査官の育成などを推進します。
また、暴力団の弱体化・壊滅に向けた取締りと暴力団排除活動を両輪とした総合
的な暴力団対策や、匿名・流動型犯罪グループなどが関与する犯罪の実態解明と取
締り、薬物乱用者の徹底検挙、違法銃器の押収など、犯罪組織の弱体化・壊滅に向
けた諸対策を推進します。
さらに、本県では依然として自動車の盗難事件が多発していることから、盗難自動
車の保管・解体・不正輸出の拠点となる不法自動車ヤードに対する規制や取締りを
行うとともに、他県警察や税関などの関係機関と連携した検挙対策を強化します。
そして、在留外国人の実態を踏まえ、外国人コミュニティを対象として、住民団体、企業等と協調し、在留
外国人の犯罪被害の防止、外国人コミュニティへの犯罪組織等の浸透の防止等を目的とした各種警察活動
を推進します。

Ⅰ－2－①－3 犯罪の徹底検挙と犯罪組織の壊滅 SDGs

重要犯罪の徹底検挙

重要窃盗犯及び連続的に発生する
窃盗犯捜査の推進

組織的窃盗・盗品流通事犯の取締りの強化

電話de詐欺及びS N S 型投資・
ロマンス詐欺の撲滅のための取締りの強化

匿名・流動型犯罪グループの取締りの強化

総合的な暴力団・薬物銃器対策等の推進

自動車ヤード条例に基づく
義務履行の指導・徹底（再掲）

金属スクラップヤード等規制条例に基づく
義務履行の指導・徹底（再掲）

特定金属類取扱業の規制に関する条例の
適正な運用

在留外国人の安全の確保に向けた
総合対策の推進

不法滞在外国人等への対応

コラムちば

防災ＤＸの推進
～被災者支援システム導入に向けて～
　被災者支援システムは、被災者台帳、住家被害認定調査、罹災証明書、各種被災者
支援の状況をデジタル技術で連携させ、生活再建に係る業務全体を一元的に共有・
管理するシステムです。
　このシステムを活用することで、迅速かつ的確な被災者の生活再建に向けた支援が可能となります。
　能登半島地震で、石川県内の全市町村が導入していた被災者支援システムが、住家被害認定調査の業
務効率化に大きく貢献したことから、本県においても全県での導入を目指し、取組を進めています。

コラムちば

流域治水

コラムちば

無電柱化の推進
　激甚化する災害に備え、災害時の電
柱倒壊による通行障害のリスクを低減
する無電柱化の推進が重要です。
　県では令和2年（2020年）3月に「千葉県無電柱
化推進計画」を策定し、無電柱化を推進していま
す。計画では、「防災」、「交通安全」、「景観」の3
つの観点で基本方針と整備目標を定めているとこ
ろです。
　令和7年（2025年）8月の「無電柱化推進のあ
り方検討委員会」では、激甚化する災害や想定さ
れる巨大地震へ備え、災害時の人命救助やライフ
ラインの復旧、孤立集落の解消などを目的とし
て、「優先的に無電柱化を推進する区間」の考え
方が示されたことから、県でも国と連携して無電
柱化を推進し、更なる防災力の強化に努めます。

　近年、全国各地で大きな水害が
発生しています。また、今後、気
候変動による降雨量の増大や水害の
激甚化・頻発化が予想されています。
　このような水害リスクの増大に備えるため、流域
のあらゆる関係者が協働し、流域全体で水害を軽減
させる治水対策が「流域治水」です。
　県では、一宮川水系をはじめとした、県内の12水
系で流域治水プロジェクトを策定し、調節池整備や
河川監視カメラの設置をはじめとした治水対策に取
り組むほか、農地、ため池等が持つ洪水調節機能の
有効活用を推進しています。

コラムちば

新興感染症に備えた体制整備
　今般の新型コロナウイルス感染症の対応を踏まえ、今後感染症の発生及びま
ん延に備え、発生の初期段階から効果的に対策を講ずることができるよう、県
と医療機関が、医療の提供に関して講ずべき措置に関する協定を締結し、感染
症発生・ まん延時に備えた体制整備を行うことが感染症法に規定されました。
　これを踏まえて県では、協定の締結を進めるほか、平時からの備えとして、
感染症医療に従事する者等に対して研修及び訓練を実施しています。

コラムちば

ヘルメット着用の
努力義務化

コラムちば

ＳＮＳ型投資・
ロマンス詐欺
　「ＳＮＳ型投資・ロマンス詐
欺」とは、ＳＮＳ等を通じて対面
することなく関係を深め、相手を信用させて金銭等
をだまし取る詐欺のことです。
　令和6年（2024年）の県内の被害は148件、約28
億円にのぼり、令和5年（2023年）の県内の被害の
36件、約6億円と比較して大幅に増加しています。
　ＳＮＳ等を活用した詐欺は年々手口が巧妙に
なっているため、日頃から最新の手口を把握して
おくことが重要です。県では、ＳＮＳ等で最新の
手口に関する広報・啓発を実施しています。

ＳＴＯＰ！ＳＮＳ型投資・ロマンス詐欺：
https://www.pref.chiba.lg.jp/
seikouan/bouhan/anzen/toushi.html
※ＳＮＳ型ロマンス詐欺被害の数値については、令和5年は相手
方が外国人又は海外居住者を名乗ったもののみを対象とした。

　令和5年（2023年）4月1日から、
改正道路交通法により、全ての自転車利用者（同乗者
含む）のヘルメットの着用が努力義務になりました。
また、保護者等は、児童や幼児が自転車を運転する際
に、ヘルメットを着用させるよう努めなければなりま
せん。
　県内の自転車乗車中の死者の約6割が頭部に致命傷
を負っており、自転車乗車中の事故被害を軽減する
ためにも、安全性を示すマークのついたヘルメット
を正しく着用し、頭部を守ることが重要です。

ちばサイクルール及び自転車乗車用
ヘルメットの着用促進について:
https://www.pref.chiba.lg.jp/seikouan/
koutsuuanzen/jikoboushi/jitensha/gosoku.html

コラムちば

成年年齢引き下げに伴う消費者トラブルの防止
　令和4年（2022年）4月1日から、成年年齢が20歳から18歳に引き下げられ、
18歳になれば保護者の同意なしに契約などができるようになり、これまで認めら
れていた18歳、19歳の未成年者取消権が認められなくなりました。
　これを受けて、県では、若者の消費者被害の未然・拡大防止のため、高校生向け
の教材の配布や教育現場で実践的な消費者教育を実施するための研修会などを実施
しています。
2022年4月1日から成年年齢引下げ-若者を狙った消費者トラブルに注意！:
https://www.pref.chiba.lg.jp/seikouan/shouhi/johou/seinenhikisage.html
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地域の防犯力を強化し、県民が安心して暮らせる地域づくりを進めるため、地域で
活動する自主防犯団体に対し、防犯パトロール資機材や防犯パトロール車（青パト車
両）のドライブレコーダー整備について支援を行うほか、地域における防犯啓発イベン
トを企画し、様々な団体や幅広い世代の住民の参加を促し、自主防犯団体の活性化を
図ります。
また、市町村が実施する防犯アドバイザーの配置への支援や、移動交番車の配備を
行うことにより、犯罪抑止力の向上を図ります。
さらに、高校生・大学生等のヤング防犯ボランティアへの支援や、自主防犯団体の交
流大会を開催するほか、県民自身が犬の散歩やジョギングの際、周囲の様子に目を配
ることに加え、事業者が地域において業務活動を行いながら不審者情報や犯罪発生の
通報等に協力することなどにより、こどもや高齢者など地域の安全を守る「プラス防
犯」の取組を推進し、防犯活動の担い手の育成を図ります。

Ⅰ－2－①－2 地域防犯力の向上

令和6年度地域防犯力の向上に関する交流大会移動交番車の活動

SDGs

防犯意識の向上や犯罪抑止に向けた
広報啓発活動の推進（再掲）

県民や事業者、自主防犯団体等による
防犯活動の活性化に対する支援

移動交番車の弾力的かつ効果的な運用

千葉県安全安心まちづくり推進協議会等における
関係団体との連携促進

県民が安全・安心を実感できるくらしの実現に向けて、殺人・強盗・性犯罪等の
凶悪犯罪をはじめ、侵入盗・自動車盗等の重要窃盗犯、電話de詐欺、SNS型投
資・ロマンス詐欺＊など、県民生活を脅かす犯罪の徹底検挙に努めるとともに、犯罪捜
査を支える各種捜査資機材の効果的な活用や優れた捜査官の育成などを推進します。
また、暴力団の弱体化・壊滅に向けた取締りと暴力団排除活動を両輪とした総合
的な暴力団対策や、匿名・流動型犯罪グループなどが関与する犯罪の実態解明と取
締り、薬物乱用者の徹底検挙、違法銃器の押収など、犯罪組織の弱体化・壊滅に向
けた諸対策を推進します。
さらに、本県では依然として自動車の盗難事件が多発していることから、盗難自動
車の保管・解体・不正輸出の拠点となる不法自動車ヤードに対する規制や取締りを
行うとともに、他県警察や税関などの関係機関と連携した検挙対策を強化します。
そして、在留外国人の実態を踏まえ、外国人コミュニティを対象として、住民団体、企業等と協調し、在留
外国人の犯罪被害の防止、外国人コミュニティへの犯罪組織等の浸透の防止等を目的とした各種警察活動
を推進します。

Ⅰ－2－①－3 犯罪の徹底検挙と犯罪組織の壊滅 SDGs

重要犯罪の徹底検挙

重要窃盗犯及び連続的に発生する
窃盗犯捜査の推進

組織的窃盗・盗品流通事犯の取締りの強化

電話de詐欺及びS N S 型投資・
ロマンス詐欺の撲滅のための取締りの強化

匿名・流動型犯罪グループの取締りの強化

総合的な暴力団・薬物銃器対策等の推進

自動車ヤード条例に基づく
義務履行の指導・徹底（再掲）

金属スクラップヤード等規制条例に基づく
義務履行の指導・徹底（再掲）

特定金属類取扱業の規制に関する条例の
適正な運用

在留外国人の安全の確保に向けた
総合対策の推進

不法滞在外国人等への対応

コラムちば

防災ＤＸの推進
～被災者支援システム導入に向けて～
　被災者支援システムは、被災者台帳、住家被害認定調査、罹災証明書、各種被災者
支援の状況をデジタル技術で連携させ、生活再建に係る業務全体を一元的に共有・
管理するシステムです。
　このシステムを活用することで、迅速かつ的確な被災者の生活再建に向けた支援が可能となります。
　能登半島地震で、石川県内の全市町村が導入していた被災者支援システムが、住家被害認定調査の業
務効率化に大きく貢献したことから、本県においても全県での導入を目指し、取組を進めています。

コラムちば

流域治水

コラムちば

無電柱化の推進
　激甚化する災害に備え、災害時の電
柱倒壊による通行障害のリスクを低減
する無電柱化の推進が重要です。
　県では令和2年（2020年）3月に「千葉県無電柱
化推進計画」を策定し、無電柱化を推進していま
す。計画では、「防災」、「交通安全」、「景観」の3
つの観点で基本方針と整備目標を定めているとこ
ろです。
　令和7年（2025年）8月の「無電柱化推進のあ
り方検討委員会」では、激甚化する災害や想定さ
れる巨大地震へ備え、災害時の人命救助やライフ
ラインの復旧、孤立集落の解消などを目的とし
て、「優先的に無電柱化を推進する区間」の考え
方が示されたことから、県でも国と連携して無電
柱化を推進し、更なる防災力の強化に努めます。

　近年、全国各地で大きな水害が
発生しています。また、今後、気
候変動による降雨量の増大や水害の
激甚化・頻発化が予想されています。
　このような水害リスクの増大に備えるため、流域
のあらゆる関係者が協働し、流域全体で水害を軽減
させる治水対策が「流域治水」です。
　県では、一宮川水系をはじめとした、県内の12水
系で流域治水プロジェクトを策定し、調節池整備や
河川監視カメラの設置をはじめとした治水対策に取
り組むほか、農地、ため池等が持つ洪水調節機能の
有効活用を推進しています。

コラムちば

新興感染症に備えた体制整備
　今般の新型コロナウイルス感染症の対応を踏まえ、今後感染症の発生及びま
ん延に備え、発生の初期段階から効果的に対策を講ずることができるよう、県
と医療機関が、医療の提供に関して講ずべき措置に関する協定を締結し、感染
症発生・ まん延時に備えた体制整備を行うことが感染症法に規定されました。
　これを踏まえて県では、協定の締結を進めるほか、平時からの備えとして、
感染症医療に従事する者等に対して研修及び訓練を実施しています。

コラムちば

ヘルメット着用の
努力義務化

コラムちば

ＳＮＳ型投資・
ロマンス詐欺
　「ＳＮＳ型投資・ロマンス詐
欺」とは、ＳＮＳ等を通じて対面
することなく関係を深め、相手を信用させて金銭等
をだまし取る詐欺のことです。
　令和6年（2024年）の県内の被害は148件、約28
億円にのぼり、令和5年（2023年）の県内の被害の
36件、約6億円と比較して大幅に増加しています。
　ＳＮＳ等を活用した詐欺は年々手口が巧妙に
なっているため、日頃から最新の手口を把握して
おくことが重要です。県では、ＳＮＳ等で最新の
手口に関する広報・啓発を実施しています。

ＳＴＯＰ！ＳＮＳ型投資・ロマンス詐欺：
https://www.pref.chiba.lg.jp/
seikouan/bouhan/anzen/toushi.html
※ＳＮＳ型ロマンス詐欺被害の数値については、令和5年は相手
方が外国人又は海外居住者を名乗ったもののみを対象とした。

　令和5年（2023年）4月1日から、
改正道路交通法により、全ての自転車利用者（同乗者
含む）のヘルメットの着用が努力義務になりました。
また、保護者等は、児童や幼児が自転車を運転する際
に、ヘルメットを着用させるよう努めなければなりま
せん。
　県内の自転車乗車中の死者の約6割が頭部に致命傷
を負っており、自転車乗車中の事故被害を軽減する
ためにも、安全性を示すマークのついたヘルメット
を正しく着用し、頭部を守ることが重要です。

ちばサイクルール及び自転車乗車用
ヘルメットの着用促進について:
https://www.pref.chiba.lg.jp/seikouan/
koutsuuanzen/jikoboushi/jitensha/gosoku.html

コラムちば

成年年齢引き下げに伴う消費者トラブルの防止
　令和4年（2022年）4月1日から、成年年齢が20歳から18歳に引き下げられ、
18歳になれば保護者の同意なしに契約などができるようになり、これまで認めら
れていた18歳、19歳の未成年者取消権が認められなくなりました。
　これを受けて、県では、若者の消費者被害の未然・拡大防止のため、高校生向け
の教材の配布や教育現場で実践的な消費者教育を実施するための研修会などを実施
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深刻な情勢となっているサイバー空間の脅威に的確に対処し、安全を確保するため、
サイバー犯罪の取締りを行うほか、時機を捉えた情報発信、産学官が連携した中小企
業等に対するセミナー、児童・教職員等に対する「ネット安全教室」の開催など、県
民が被害者とならないための対策を推進します。
また、サイバー空間の脅威への対処能力の向上
を図るため、知見等を有する民間事業者による研
修を通じた人材育成や、最新技術に対応した捜査
資機材の整備等を推進します。
さらに、サイバーテロは、一度発生すれば県民
生活に重大な影響を及ぼすことから、重要インフ
ラ事業者等と連携し、脅威情報の共有やサイバー
攻撃の発生を想定した共同対処訓練を実施し、
対処能力の向上を図ります。

Ⅰ－2－①－4 高度化・多様化するサイバー事案へ
の対策強化

特定金属類取扱業の規制に関する条例周知チラシ

オンラインカジノを利用した組織的な
常習賭博事件検挙

県内小学校におけるネット安全教室

SDGs

サイバー犯罪に対する捜査等の推進

産学官が連携した被害防止対策の推進

解析機器等の捜査資機材の整備・拡充

サイバー攻撃対策の推進

爆発物原料取扱事業者に対する管理者対策を徹底するとともに、恒久的なテロ対策
の枠組みである「テロ対策ネットワーク・CHIBA 」を活用し、各加盟事業者への情
報発信や共同対処訓練を実施するなど、官民一体となったテロ対策を推進します。
また、関係機関との連携を強化して成田空港等の重要施設に対する警戒警備活動
に万全を期します。
さらに、特定のテロ組織等と関わりのないローン・オフェンダーによる重大事件に
加え、社会一般に対する恨み、不安等を背景として不特定多数の者に対して危害を加
える事件も繰り返し発生していることから、警察の総合力を発揮した未然防止活動
等を推進します。

Ⅰ－2－①－5 テロの未然防止
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電車内でのテロ対処訓練

SDGs

不審情報の収集・分析と違法行為の取締りの徹底

「テロ対策ネットワーク・CHIBA」の活動の推進

関係機関と連携した水際対策の推進

テロを想定した訓練の実施

空港等の重要施設に対する警戒警備の実施
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警察力を強化し、複雑化する治安課題に柔軟かつ的確に対処するため、幅広い人
材の獲得に向けた新たな試験制度を導入し、組織を支える多様な人材の確保に取り
組みます。
特に、近年は在留外国人及び外国人観光客の増加により、外国人が犯罪に巻き込
まれる事件・事故が急増していることから、通訳人材の登録・募集や通訳技術向
上を目的とした研修に取り組みます。
また、多様かつ広範な警察業務に対応するため、実戦に即した訓練を推進するな
ど、人的基盤の強化を図ります。
さらに、110番通報に迅速かつ的確に対処するための通信指令機能及び警察捜査
を支える科学捜査力の強化を図るほか、防犯・防災の拠点である警察庁舎の計画
的な建替え・整備を進めるとともに、治安対策や交通対策に必要となる各種装備
資機材を整備します。
加えて、県民の利便性を向上させるため、警察業務のDXの推進を図ります。

富津警察署新庁舎

交通機動隊部隊訓練

館山警察署新庁舎

実戦に即した訓練 交番・駐在所の計画的な整備状況

警察活動を支える人的基盤の強化

通訳・翻訳機能の強化

各種教養や実戦に即した訓練の推進

通信指令機能の強化

警察捜査のための装備資機材等の整備

警察署・交番・駐在所等の計画的な整備

警察情報通信基盤の計画的な整備強化

警察業務のDXの推進

DVの根絶を目指し、県民一人ひとりがDVに対する正しい理解と認識を深めるため
の多様な主体に向けた広報・啓発や若者に対する意識啓発や予防教育に取り組んで
いきます。
また、DV被害者の状況に応じ、相談から生活再建までの様々なサポートを誰もが受
けられるよう、支援体制の強化や支援関係者の資質向上を図るとともに、情報共有や
連絡会議の実施などにより、関係機関との連携強化を図ります。
さらに、DV・ストーカー事案は、事態が急展開して重大事件に発展するケースもあ
ることから、被害者の安全確保を最優先として、加害者に対しては各種法令を駆使した
早期検挙、事件化できない場合であっても指導・警告を早急に実施します。
加えて、被害者等に対しては被害防止に向けたアドバイス、一時避難への支援、関係
機関や法制度の教示、特定通報者登録、携帯用緊急通報装置の貸出しなど、保護対策
を徹底します。

Ⅰ－2－①－7 DV・ストーカー防止と
被害者支援の充実

「女性に対する暴力をなくす運動」啓発キャンペーン
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DVを許さない社会に向けた
啓発・教育の推進

安全で安心できる相談・
一時保護体制の充実

こどもの安全確保と支援

DV被害者支援のための体制強化

DV被害者の自立に向けた支援

市町村におけるDV対策の促進

DV・ストーカー事案等への
迅速かつ的確な対応

DV・ストーカー被害者等の
保護対策の推進

Ⅰ－2－①－6 警察基盤の整備
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犯罪被害者等が再び平穏な生活を送れるよう、国や市町村、民間支援団体等の関
係機関と連携を強化し、犯罪被害者等の置かれている状況に応じた必要な支援を行い
ます。特に性犯罪・性暴力被害については、ワンストップ支援体制の充実を図るととも
に、被害の根絶に向けた取組を推進します。
また、犯罪被害者等支援に従事する者の育成を行うとともに、市町村及び民間支援
団体が行う取組に対して支援を行います。
さらに、犯罪被害者週間における行事や中学校・高等学校等における犯罪被害者
遺族等による講演会の開催などを通じ、県民や事業者が犯罪被害者等の置かれてい
る状況や犯罪被害者等支援の必要性について理解を深め、社会全体で支える意識の
醸成を図ります。

Ⅰ－2－①－8 犯罪被害者等の支援の充実

命の大切さを学ぶ教室

犯罪被害者等に対する相談体制・
支援の充実

国・市町村・民間支援団体等の関係機関と
連携した犯罪被害者等への支援

性犯罪・性暴力被害者に対する
ワンストップ支援体制の充実

犯罪被害者等支援に従事する者の人材育成

市町村・民間支援団体に対する支援の充実

犯罪被害者等に対する
県民・事業者の理解の促進

犯罪をした人等が抱える様々な生きづらさを解消することが、再び罪を犯すこと
を防ぐ有効な方策であるとの考えに立ち、県・市町村、国、民間団体が連携し、犯罪
をした人等が社会で孤立することなく、地域とつながりを持った生活を再建すること
ができるような施策を実施していきます。
具体的には、犯罪をした人等の社会復帰に向け、就労支援や住居確保、保健医
療・福祉サービスの利用促進など、一人ひとりの事情に応じた切れ目のない包括的
な支援を行うことができる体制の整備を図るとともに、関係機関との連携強化を図
ります。

Ⅰ－2－①－9 再犯防止対策

社会復帰に向けた包括的支援体制の整備

県・市町村、国、民間団体の連携強化

薬物乱用防止活動等の推進

暴力団の社会復帰支援

少年の立ち直り支援活動の推進（再掲）

再犯防止に関する啓発活動の推進
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さらに、犯罪被害者週間における行事や中学校・高等学校等における犯罪被害者
遺族等による講演会の開催などを通じ、県民や事業者が犯罪被害者等の置かれてい
る状況や犯罪被害者等支援の必要性について理解を深め、社会全体で支える意識の
醸成を図ります。

Ⅰ－2－①－8 犯罪被害者等の支援の充実

命の大切さを学ぶ教室

犯罪被害者等に対する相談体制・
支援の充実

国・市町村・民間支援団体等の関係機関と
連携した犯罪被害者等への支援

性犯罪・性暴力被害者に対する
ワンストップ支援体制の充実

犯罪被害者等支援に従事する者の人材育成

市町村・民間支援団体に対する支援の充実

犯罪被害者等に対する
県民・事業者の理解の促進

犯罪をした人等が抱える様々な生きづらさを解消することが、再び罪を犯すこと
を防ぐ有効な方策であるとの考えに立ち、県・市町村、国、民間団体が連携し、犯罪
をした人等が社会で孤立することなく、地域とつながりを持った生活を再建すること
ができるような施策を実施していきます。
具体的には、犯罪をした人等の社会復帰に向け、就労支援や住居確保、保健医
療・福祉サービスの利用促進など、一人ひとりの事情に応じた切れ目のない包括的
な支援を行うことができる体制の整備を図るとともに、関係機関との連携強化を図
ります。

Ⅰ－2－①－9 再犯防止対策

社会復帰に向けた包括的支援体制の整備

県・市町村、国、民間団体の連携強化

薬物乱用防止活動等の推進

暴力団の社会復帰支援

少年の立ち直り支援活動の推進（再掲）

再犯防止に関する啓発活動の推進
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